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第 21 回 東日本学校吹奏楽大会 開催要項 

 

 

 

〔本大会の開催趣旨〕 

学校教育・社会環境が大きく変化する時代に学校吹奏楽はどのように対応するか、と

りわけ、少子化の時代の必然として、少人数のバンドの増加にどのように対応するかが

吹奏楽連盟に問われています。 

そこで、北海道、東北、東関東、西関東、東京都、北陸の６吹奏楽連盟は、中学校、

高等学校の少人数のバンドの育成と質的向上を目指し、多くの団体との交流を深める中

で小編成バンドのよりよいあり方を求めていくこととしました。 

さらに、小学生バンドの演奏機会の拡大と幅広い交流を目指し、この大会を開催いた

します。 

 

 

 １ 期日・部門 令和３年１０月 ９日（土） 

 中学校部門（前半の部）     １０：００開演 

  中学校部門（後半の部）     １４：１５開演 

  令和３年１０月１０日（日） 

  小学生部門           １０：００開演 

  高等学校部門          １３：４０開演 

 

 ２ 会   場 札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

      〒064-8649 札幌市中央区中島公園 1-15  TEL 011-520-2000 

 ３ 主   催 北海道吹奏楽連盟／東北吹奏楽連盟／東関東吹奏楽連盟／西関東吹奏楽連盟 

  東京都吹奏楽連盟／北陸吹奏楽連盟／朝日新聞社 

 

 ４ 後   援 一般社団法人 全日本吹奏楽連盟／北海道／札幌市 

  北海道教育委員会／札幌市教育委員会 

 

 ５ 協   賛 株式会社ヤマハミュージックジャパン／株式会社 音楽之友社 

 

 ６ 主   管 北海道吹奏楽連盟／協力：札幌地区吹奏楽連盟 

 

 ７ 審 査 員   金野 紗綾香（フルート） 高  昌帥（作曲家）   小林 巨明（打楽器） 

          佐野 日出男（テューバ） 鈴木 英史（指揮・指導） 高橋 臣宣（ホルン） 

                   栃尾 克樹（サクソフォン）            （敬称略、五十音順） 

 

８ 部門・編成・演奏人数・参加資格・演奏時間・表彰等 

詳細は実施規定（p5~）を参照のこと。  
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９ 代 表 数   令和３年度の各吹奏楽連盟の代表数は次のとおり。 

 

 小学生 中学校 高等学校 合  計 

北海道 ２＋１ ５ ３ １０＋１ 

東 北 ３ ４ ３ １０ 

東関東 ２ ６ ３ １１ 

西関東 ２ ６ ３ １１ 

東 京 ２ ５ ３ １０ 

北 陸 ０ ４ ３ ７ 

合 計 １２ ３０ １８ ６０ 

 
１０ 出 演 順   抽選により次頁のとおり。 

１１ 参 加 費   一団体 ２０，０００円 

※申込み後に出場を辞退された場合、参加費の返金はしません。 

 なお、大会中止の場合も同様とします。 

１２ 入 場 料   ＜一般券のみ＞Ｓ席 ２，８００円 Ａ席 ２，５００円 Ｂ席 ２，２００円 

           ＊全席指定（当日券の販売はありません） 

＊各部門それぞれに入場券が必要です。（中学校部門は前半・後半毎） 

          ＊未就学児の入場はお断りします。 

          ＊出演者の入場はできません。（出演者は出演後、すぐに退館してもらいます） 

１３ 入 場 券   ① チケットの申込は、９月２４日（金）午前１０時より 

・「チケットぴあ」にて販売します。１予約３枚まで、申込順にて受付ます。 

          ・客席収容率を 50％に制限するため、各部門販売席数は次のとおりです。 

Ｓ席（442席）、Ａ席（351 席）、Ｂ席（141 席） 

※席数は部門により多少の誤差があります。 

なお、座席図及び購入方法は北海道吹奏楽連盟ホームページに掲載します。 

 http://www.ajba.or.jp/hokkaido/ 

② 中学校部門（前半の部）、中学校部門（後半の部）、小学生部門、高等学           

校部門ごとの入れ替え制とします。（入場券は部門毎に必要です） 

          ③ 出演団体は演奏終了後、すぐに退館してもらいますので、出演者用の入場

券の申込案内はありません。 

１４ プログラム  １部 ５００円 

１５ ライブ配信  当日の生演奏を有料でライブ配信します。詳細は北海道吹奏楽連盟ホームペー 

ジに掲載しますので、そちらをご覧ください。※９月９日(木)よりご案内 
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出 演 順 
１０月９日（土） １０月１０日（日） 

中
学
校 

$
前
半
の
部
) 

１ 東関東 

小 

学 

生 

１ 東関東 

２ 北陸 ２ 西関東 

３ 北海道 ３ 北海道 

４ 東北 ４ 東京 

５ 北海道 ５ 東京 

６ 東京 ６ 北海道 

７ 北海道 ７ 東北 

８ 東京 ８ 東北 

９ 西関東 ９ 西関東 

１０ 東関東 １０ 東北 

１１ 東北 １１ 東関東 

１２ 西関東 １２ 北海道 

１３ 東関東 

高 

等 

学 

校 

１ 東北 

１４ 北陸 ２ 北陸 

１５ 西関東 ３ 東京 

中
学
校 

$
後
半
の
部
) 

１６ 東関東 ４ 北海道 

１７ 西関東 ５ 東関東 

１８ 北陸 ６ 北海道 

１９ 東北 ７ 東関東 

２０ 北陸 ８ 西関東 

２１ 北海道 ９ 北陸 

２２ 東関東 １０ 東京 

２３ 東京 １１ 西関東 

２４ 東京 １２ 東北 

２５ 東関東 １３ 東京 

２６ 東京 １４ 東北 

２７ 西関東 １５ 東関東 

２８ 西関東 １６ 北陸 

２９ 東北 １７ 北海道 

３０ 北海道 １８ 西関東 
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東日本学校吹奏楽大会実施規定 
  

第１章  総   則 
（大会名称） 

第１条 この大会は「東日本学校吹奏楽大会」という。 

 

（実施） 

第２条 本大会は、各吹奏楽連盟理事長より推薦された吹奏楽団体が参加して、毎年１０月第２週の 

土曜日・日曜日に実施する。 

この大会の事業年度は４月１日から翌年３月末日とする。 

 

（各吹奏楽連盟） 

第３条 選出母体たる各吹奏楽連盟は次のとおりとする。 

（１）北海道吹奏楽連盟   （２）東北吹奏楽連盟  （３）東関東吹奏楽連盟 

（４）西関東吹奏楽連盟   （５）東京都吹奏楽連盟  （６）北陸吹奏楽連盟 

 

（会場・日時） 

第４条 実施会場・日時などの必要事項は各吹奏楽連盟理事長、事務局長で構成する東日本学校吹奏 

楽大会企画委員会（以下 企画委員会）で決定する。 

主管をする吹奏楽連盟の理事長は大会会長となる。企画委員は大会開催時大会委員となる。 

企画委員会は毎年３月上旬までに次年度の開催要項を決める。 

 
第２章  実施部門および参加人員 

（実施部門） 

第５条 実施部門は次のとおりとする。 

（１）小学生部門 

（２）中学校部門 

（３）高等学校部門 

 

（編成・演奏人員） 

第６条 編成は、木管、金管、打楽器を主体とし、電子楽器の使用を認めない。ただし、小学生部門 

については、低音楽器の補助としてエレキベースのみ使用を認める。 

    また、各部門の演奏人員は次のとおりとする。なお、指揮者は演奏人員には含まない。 

（１）小学生部門・・・・・自由 

（２）中学校部門・・・・・３０名 以内 

（３）高等学校部門・・・・３０名 以内 

 

第３章  資  格 
（参加資格） 

第７条 参加資格は各吹奏楽連盟に登録され、かつ中学校と高等学校においては各大会の小編成の部

門に参加した団体で次のとおりとする。 
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（１）小学生部門 

構成メンバーは同一小学校に在籍、または校内外で活動する単独校・複数校混合の団体 

に在籍している小学生とする。ただし、同一人が二つ以上の団体に重複して出場するこ 

とは認めない。 

（２）中学校部門 

構成メンバーは同一中学校に在籍している生徒とする。なお、学校の統廃合に伴う合同 

のバンドについては出場を認める。（同一経営の学園内小学校児童の参加は認める） 

（３）高等学校部門 

構成メンバーは同一高等学校に在籍している生徒とする。なお、学校の統廃合に伴う合 

同のバンドについては出場を認める。（同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参 

加は認める） 

 

  ２ 第７条の１により参加資格を有する団体であっても、その年度の全日本吹奏楽コンクールの

予選となる部門に出場した団体と、その年度の全日本小学生バンドフェスティバルに出場する

団体は、本大会に参加することはできない。 

 

（指揮者） 

第８条 指揮者の資格については制限しないが、同一指揮者が同一部門の二つ以上の団体に重複して

指揮することは認めない。 

 

（入賞取消） 

第９条 参加団体の資格に疑義あるときは、出場を停止または入賞を取り消す。 

 
第４章  演奏曲および演奏時間 

（演奏曲） 

第１０条 各吹奏楽連盟主催の大会で演奏した任意の１曲とする。（組曲は１曲とみなす） 

 

（審査） 

第１１条 参加団体は、第１０条による曲を演奏し審査を受ける。 

 

（著作権） 

第１２条 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を 

受けなければならない。許諾を受けないで本大会に出場することは認めない。 

 

（演奏時間） 

第１３条 演奏時間は７分以内とする。演奏時間が７分を超えた場合は、審査・表彰の対象としない。 

 

（演奏順序） 

第１４条 部門順序と出演順序はその年の企画委員会において決める。 

 
第５章  審査および表彰 

（審査員） 

第１５条 審査員は企画委員会で選出し大会会長が委嘱する。審査員の数は７名とする。審査方法は 

別に定める審査内規による。 
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（表彰） 

第１６条 各団体に「金賞」、「銀賞」、「銅賞」を贈る。また、全団体の指揮者に指揮者賞を贈る。 
 

第６章  代  表 
（支部代表） 

第１７条 本大会に各吹奏楽連盟より推薦する団体数は、企画委員会で前年度３月上旬までに決める。

各吹奏楽連盟理事長は、本大会開催日の３週間前までに大会会長に推薦する団体を報告する。 

なお、３年連続して出場した団体については表彰状を贈り、翌年の大会へ推薦しないこと 

とする。（平成２３年度 第１１回大会を起点とする） 

 

（参加費用） 

第１８条 本大会参加に要する費用は参加団体の負担とする。 
 

第７章  その他 
（共催・後援・協賛） 

第１９条 本大会の実施にあたり企画委員会が必要と認めた場合は、共催、後援および協賛団体を持 

つことができる。 

 

（実行委員会・事務局） 

第２０条 本大会実行委員は主管吹奏楽連盟の役員があたる。 

また、大会事務局は主管連盟の事務局とする。 

 

（開催細目） 

第２１条 その他の開催上の細目については実行委員会が決める。 

 

（改定） 

第２２条 この規定は企画委員会の議により改定することができる。 

 
２ 緊急時の場合、主管連盟からの提案により、企画委員の過半数を超える賛成で、当年度に限り 

東日本学校吹奏楽大会実施規定（細則を含む）を変更して実施することができる。なお、賛否 

が同数の場合は主管連盟の決するところによる。 
 

付則 この規定は平成２５年４月１日より実施する。 

 

平成１４年 １月２１日 企画委員会決定 
平成１６年 ２月１０日 企画委員会一部改定 
平成１７年 １月２６日 企画委員会一部改定 
平成１８年 １月３０日 企画委員会一部改定 
平成１９年 １月２９日 企画委員会一部改定 
平成１９年１０月 ５日 企画委員会一部改定 
平成２１年 ２月２８日 企画委員会一部改定 
平成２２年 ７月１８日 企画委員会一部改定 
平成２３年 ３月 ６日 企画委員会一部改定 
平成２４年 ３月 ３日 企画委員会一部改定 
平成２４年１０月１２日 企画委員会一部改定 
平成２５年 ３月 ３日 企画委員会一部改定 
平成２６年 ３月 ２日 企画委員会一部改定 
平成３１年 ３月 ３日 企画委員会一部改定 
令和 ２年 ３月２０日 企画委員会一部改定 
令和 ３年 ７月１３日 企画委員会一部改定 
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東日本学校吹奏楽大会審査内規 
 

 
第１条  この内規は東日本学校吹奏楽大会実施規定第１５条に基づき審査および判定について定め

るものである。 
 
第２条  審査員は演奏曲を「技術」と「表現」の２項目について、各項目１０段階で評価する。 
 
第３条  審査結果の判定は企画委員会が行う。 
 
第４条  審査員の最高点および最低点を除いた評価に基づき、全団体へ「金賞」、「銀賞」、 

「銅賞」のいずれかを贈る。ただし、グループ分けが困難な場合、金・銀・銅の比率は 
３：４：３を目安とする。 
また，全団体の指揮者に「指揮者賞」を贈る。 

 
第５条  第４条による結果は企画委員会で決定し、審査員に報告する。 
 
第６条  審査票は出演団体に渡し、審査一覧表は企画委員会が管理し一部分を公表する。 
 
第７条  この内規は企画委員会の議により改定することができる。 
 
 
付 則 この規定は平成２３年４月１日より実施する。 

 
 
 
 

平成１４年 １月２３日 企画委員会決定 
平成１５年 １月１７日 企画委員会一部改定 
平成１６年 ２月１０日 企画委員会一部改定 
平成１７年 １月２６日 企画委員会一部改定 
平成１８年 １月３０日 企画委員会一部改定 
平成１９年 １月２９日 企画委員会一部改定 
平成１９年１０月 ５日 企画委員会一部改定 
平成２２年１０月 ８日 企画委員会一部改定 

 

 

 
 


